


 

れる成分本質（原材料）リスト」に追加する。 

○３．その他（化学物質等） 

・デスカルボンシルデナフィル 

 

（２）以下の成分本質（原材料）について、基準の別添３「医薬品的効能効果を標ぼ

うしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」に追加する。 

○２．動物由来物等 

・ホタテ（貝殻） 

○３．その他（化学物質等） 

・3-アミノプロパン酸 

・2-フコシルラクトース 



（別紙） 

 

「医薬品の範囲に関する基準」の一部改正について 

 

昭和 46 年６月１日付け薬発第 476 号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の

指導取締りについて」の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の一部を次のように改正

します。 

 

第１ 別添２の１．植物由来物等の表カイソウ＜海葱＞属の項を次のように改める。 

カイソウ＜海葱＞

属 

 鱗茎 カイソウ＜海藻

＞の全藻は「非

医」 

別添２の１．植物由来物等の表ユキノハナ属の項を次のように改める。 

ユキノハナ属 オオユキノハナ/ユキノハ

ナ 

鱗茎  

別添２の３．その他（化学物質等）の表デキストロメトルファンの項の次に次

の項を加える。 

デスカルボンシル

デナフィル 

Descarbonsildenafil   

 

第２ 別添３の２．動物由来物等の表ヘビの項の次に次の項を加える。 

ホタテ  貝殻  

別添３の３．その他（化学物質等）の表アスパラギン酸の項の次に次の項を加

える。 

3-アミノプロパン

酸 

β‐アラニン   

別添３の３．その他（化学物質等）の表フェルラ酸の項の次に次の項を加える。 

2-フコシルラクト

ース 

   

 


